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阪朝初期 ヴ ェ ト ナ ム に お け る 水神祭杷 に つ い て

ヴ ェ ト ナ ム 北部 を 中心 と し て一一

は じ め に

腕朝初期 の祭組制 に つ い て は 「欽定大南会典
事例」 礼部(1) や 「大南寒録」 に 表 わ さ れ た 記事
か ら そ の祭記 を 統ぶ る 過程 の 一端 を ， 又 「大南
一統志J (以下 「一統志」 と 略記す る )(21 各省洞
廟誌 な ど の地誌 に よ っ て各洞廟 の 地理的位置や
個 々 の祭間 内容の一端 を 知 る こ と が で き ょ う 。
本稿 に お い て は ， 筆者は後者 の地誌類 よ り 明 ら
か に し得 る 桐廟 の 中 で水神祭杷 と 思わ れ る 嗣廟
の 幾っ か に 例 を と り ， 庇朝初期 に お け る 水神祭
組 の 意 味 を 考察 し た い。 も と よ り ， 史料中 に そ
の 洞廟名 や そ の祭前日内容等 を 窺 い得 る も の は ，
す で に 院朝 に よ る 祭加が あ る か， あ る い は 御賜
巨額 を 奉 じ ら れ て い る か， さ も な け れ ば霊験 あ
ら た か な場合 の み で あ ろ う (3)。 ま た， 祭記 に よ
る 民衆教化や霊威 を こ と さ ら に 強調 し て地域的
一体感 を 鼓舞 した例は 「専旬幽霊集J (41 や 「嶺
南折、怪伝J (51 の 中 に も 見 い 出 し得 る 。 グ ェ ト ナ
ム 陳朝 ・ 雪翌朝期 の神話 ・ 伝承 を 基礎に し た祭租
は ， 大概国家 に よ る 霊威 を 利用 し た政策 に よ っ
て何 ら か の保証 を得た も の で あ る (61。 こ の こ と
は逆 に ， 国家が利用 す る に 足 る 程 に 民衆 の 尊崇
奉租が あ っ た こ と を 意味 し て い る 。 本稿 で扱 う
師朝初期 に お い て は ， 国家 に よ り 付与 さ れた 霊
威 を も 含め て重層化 し た信仰が民衆に 押 し付 け
ら れ， ま た そ の 多 く が受容 さ れ て い た も の と 思
う 。 そ れ ゆ え 院朝初期 に お け る 水神祭記 の 分布
は ， 民衆の 中 に お け る 水神へ の在地的信仰 の 一
端 を 表 し て い る も の と 思 う 。

院朝初期 の祭潤 は そ の和 ら れ る 重要性 に よ っ
て壇廟 ・ 群廟 ・ 群聞 と 区分 さ れ得 ょ う ， そ れ ゆ
え ， 本稿 で も 壇 ・ 廟 ・ 嗣 に 分 け て 論 じ た い 。 ま
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た水神 の概念 も 明確で は な い が， 本稿で は 海 ・
江 . ) J I  . 河 ・ 雨等 に 関 わ る 神 を水神 と 考 え た が，
史料中 に 「水神」 と 記 さ れ て い る も の も こ れ に
含め た。 ま た地名 の 表記 に つ い て は ， 煩 を避 け
る た め 院朝間徳期 の も の を 用 い た こ と を 了承 さ
れた い。
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腕朝初期 に お け る 壇 の 中 で水神信仰 に直接関
わ り を 持つ壇は祈風壇の み で あ る (7)。 同壇は ヴ
ェ ト ナ ム 南部 の 違和省 に位置 し て い る 。 r一統
志」 違和省誌の 同壇の項 に ，

市日南海玉鱗龍王 ・ 河伯 ・ 風伯 ・ 雨師 ・ 雷公 ・
電母 ・ 海若漏夷 ・ 龍女 ・ 演妃諸神。 常年春秋
首致祭

と あ る こ と か ら ， そ こ で は 単 に風 の み が間 ら れ
た の で は な く ， 風 を 起 こ す原因 と 考 え た で あ ろ
う 南海玉鱗龍王 と そ こ に集 っ た と 考 え ら れた河
伯 ・ 風伯 ・ 雨師 ・ 雷公電母 ・ 海若鴻夷 ・ 龍女 ・
演妃 と い っ た諸神(8) が和 ら れ て い る こ と が知 ら
れ る 。 同壇は嘉隆年間 (1802�1819) に 建壇 さ
れ て い る が， そ の祭神 が極め て 中 国的 な諾神で
あ る こ と に ヴ ェ ト ナ ム 南部 に お け る 霊神 の 特異
な 地域性 を窺 わ せ， 興味深い。 こ の こ と は ， 葉
末か ら 院初 に か け て 中 国移民 の 南折開発 に と も
な い ， 同地の在地 の 霊神 の 加護 と 鎮撫 を も 併せ
願 っ て 南折 に お け る 水神 に 関 す る 唯一 の 壇 と し
て建壇 さ れた こ と が窺 わ れ る 。
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水神 と の 関係 を窺 わ せ る 諸廟 は ， 歴代の各帝
王 に対す る 廟 に 次い で 多 い。 す な わ ち ， 龍母廟
(9) ・ 龍王廟ω ・ 南海龍王廟凶 ・ 海霊廟'l� . 河神廟
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表 1 院朝初期 グ ェ ト ナ ム に お け る 水神信仰 に 関 す る 壇 ・ 廟 ・ 洞 北部 グ ェ ト ナ ム を 中心 に ー

壇 廟 洞 名 所 :(:E 地 建 壇 陪l 澗 期 夕"、、2 神

壇 祈 風 壇 違和省、福安県福井+上海岸 嘉降ー年間 (1802ー 南海玉鱗龍王 ・ 河f白 ・ 風{白 ・ 雨前1 ・ 雷公 ・ 電母 ・ i証

1819) 建壇 若zm夷 ・ 龍女i演妃諸神。

廟 北方7 河 神 関 山西省自 鶴県越池村 明命元年 (1820) 建
龍 母 廟 広安省横蒲県両岐社
祈 風 廟 南定省大安県受益社?工岸 明命 3 年 (1822) 建

吉包 主 廟 広平省豊禄県富寧社沙 尚 龍王
" 定祥省建手口県東ノl、;毎 口 之南慈、霊村 明命16年 (1835) 建 南海龍壬之枠

祈 風 廟 嘉定省福禄県東芹涼{孔 嘉隆15年 (1816) 建 南海神 . i可f白水官
中折 南 海 龍 王 吊! 京師順安爪沙分 嘉隆12年 (1813) 移 南海龍王神位 ・順安海 口 ・思賢海 口 神位・ 河イ白神位・

河 {白 原\ll 京師富禄県河中 社順直港 嘉隆14年 (1815) 建

風 {白 岸』 (南海龍王腐之左〉 明命 7 年 (1826) 建 風{白之神 ・ 雲師 ・ 雷 !布
雨 師 閥 京師香水県陽春社 明命 7 年 (1826) 建 雨師之神 ・ 雲向/ . 冨 自市

. . _ _ . . ...._.............，・H‘・・・・ H・ H ・-" ..-

南折 詰f 霊主 廟 河悟省龍川 1 I県 i毎i王霊神

1 白 帝 市司 諒山省温州枚級社 水神
2沼 話量 市司 " 脱朗州安化社 水神
3浜 i丹 江 澗 " 永�社浜i芳江左岸 神駁
4 r告 関j 洞 " 禄平州雲夢社格調津 神坂
5三 江 神 前 太原省富平府司農県螺媛社 鎗越王名 将軍。 張Ilî' ・ 張喝
6龍 王 調 輿化省水尾州居腹社
7横 江 神 制 " 枚 111州呈奔社

8龍 水 提 神 制 " 出北州豪壮担 托波山 f官iI最霊之神。
9葉 夫 人 制 " 銭安県百度社 決江最霊之神。 公主。

10三 江 古;IH敬 神耐 北寧省安豊県香羅↑十三岐;工岸 張貯L
11三 i工 威 敵 神間 " 鳳眼県三江口 張 喝
12水 神 三 位 向 " 真護f土 ((一一位位〕〉三水江族公竜主君。 ， (一位〕 黄河端潔夫人，
13 " " 父中社
14三 i工 神 洞 山西省 白 鶴県 白 藤社 土令
15忠 誠 神 調 河内省富川県多質社 cf 李太尊炭(1028-1054) 白鶴三岐水神

16 11  11  11  不捷社

17 11 11 11 唐川社

18 11 11 11 梁舎社
19 11 11 11 神亀社
20 11 11 11 安快干土
21 11 11 11 文斎社

調 北折 22 11 11 1/ 山 明県東魯社
23 1/ 11 " �青会社
24広 博 神 前 " 富川県盛穂社 cf. 葱神尊辰(1619-1642) 沙江三 岐水神

25威 霊 水 神 調 " 永順県安阜坊(竹島湖之北〉 cf 家永寿問(1658-1662) 日 昭 ・ 広布 ・ 西湖 ・ 安卒之神

26宋 皇 太 后 洞 海陽省永保県支庵社 cf.宋
陳

帝
紹

関(1278-1279) 宋皇太后
27宋 楊 貴 妃 前 興安省金j同県香協村 cf 宝

〈
年
12

間
79 宋貴妃1品氏。 (海神〉-1284) 

28大 乾 聖 娘 洞 南定省瑠英県援戸社 11 
29 " " 万橋社 " 
30広 利 神 調 " " 脱郷?と 南海広利王
31水 済 神 澗 " 大安県金銭干上 cf.丁先皇(968-978) 水神
32金 叡 水 神 間 " 11 所河岸
33準 決 真 人 調 清寧平化

省
省、、厚
安

禄議
(県

県
県
省

神

黄

I荷
内
碧符
鵠
沿
社線
社海

仁

凡

品

七

村
十余

羅援
34四 位 裂 娘 調 洞〉

宋揚太后及三公主
35籍 調! 神 澗 11 東山
36 11 11 " 寿仏社
37 " 11 雷 陽県魯賢江
38漢 江 神 調 11 弘化県安城社 (在江岸南) 演江神

39 " " 美化県曹川社 (在江岸北) " 

40祈 風 話司 11 広 昌県長麗社潮m海 口 之右

41芹 海 神 洞 父安省f涼璃県香芹社 芹海神 (楊太后与公主三人〉
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白書 ・ 河伯廟U� . 雨師廟凶 ・ 風伯廟日目 . 祈風廟uv の 九
廟 で あ り ， そ れ ぞれ の所在地 と 祭神 は 表 1 の如
く で あ る 。 同表 中 ， 京師の 南海龍王廟 は 初 め は
香水県陽春社 に在 っ た も の を 嘉隆12年 (1813)
に順安m沙分 に移 し た も の で あ る 。 ま た ， 南定
省 の祈風廟 と 山西省 の 河神廟 の祭組内容 に 関 し
て は不詳 だ が ， 前者 は 嘉定省 に お け る 同 名 の祈
風廟か ら 類推す る と ， 南海龍王側あ る い は 河伯
水官 と 関係す る も の と 想、わ れ る 。 ま た ， 後者は
山西省 白鶴県越池村に位置 し て お り ， r同慶御
覧地輿誌国」 岡県の 図 に よ る と 溢江 と 挑江 の接
す る 両江江 口 部 に位置 し て い る 。 こ の こ と か ら
河神駒の 祭組内容は 同江 に 関す る も の と 思 わ れ
る 側。 次 に祭神が 同 じ く 不詳な も の に 広安省 の
竜母廟が あ る が， r震安省地輿志草木略抄」 附
録， 古跡 竜母屈 の 項 に ，

相惇， 其初邑有寡婦， 常子桑園融草。 偶憩樹
下， 若有所感。 期月 而産三卵。 怪市埋之。 数
十 日 後， 再往融草， 則見三蛇議議其足不去。
ー蛇潟軸傷断其尾。 婦告之 日 ， 俗輩定是神物。
量得与我相纏。 其後， 一居唆荘渓 〔赤土社] ，
ー居賭諮渓， 一居携扶林渓 〔均属智川社口]，
潟水神。 各有市日届， 毎著実応。 両岐社立j由紀
其母， 至今香火不絶。 c俗博云， 翁踊崎務，
翁郎楊挟， 翁賄唆荘〕

と 記 さ れ て お り ， 同廟が型体上 は竜 に似 て い る
と 想わ れ る 蛇が水神 と な っ た こ と か ら ， 相伝上
で は 蛇 を 産 ん だ と 伝 え ら れ る 寡婦 を 龍母 と し て
租 っ た こ と が知 ら れ る 。 さ ら に祭神不詳 の 廟 に
京師 に 位置す る 河伯廟が あ る 。廟名か ら 推 し て ，
河伯 を 杷 っ た も の仰 と 解 し て よ か ろ う 。

以上 の こ と か ら ， 群廟中 に位置 し ， そ の 多 く
が 中 国的祭神 を 加 り 在地的性格 に 欠 け ， ま た地
方官 に よ っ て 致祭 さ れ る と い う 点 に お い て も 国
家的祭記 と し て の性格 を 色濃 く 持つ と 思 わ れ る
水神諸廟が， 一一特 に 中折 ・ 南折 を 中心 と し て
南海龍王 を 主 に し ， 左右 に 河伯 ・ 風伯 ・ 雨師 ・
雲師 ・ 雷師 と い っ た祭神上 の序列 を 持 っ て い る
と い う 意味で一一抗朝初期 に体系付け ら れ て い
る と 言 い得 ょ う 自由。 も っ 左 も ， 広安省 の 龍母廟

の よ う に極め て 在地的性格が強 く 取 り 込 ま れた
廟 も 在 り ， ヴ ェ ト ナ ム 北部 の竜母や河神 の 受容
と ， 中好 ・ 南折 の 南海竜王 を 中心 と す る 祭前日 内
容 と は そ の 受容の性格 を い さ さ か異 に す る よ う
に思われ る 。 さ ら に上述 し た よ う な水神諸廟 に
比 し， 地誌類史料 に表われた群廟 中 に 山神祭加
の 系 列 に 属す る も の を 見い 出 し難 い点 は 注 目 し
て 良 い だ ろ う 。
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水神 と の 関 わ り を 持つ洞 は 少 な く な か ろ う
が ， 各地 に お い て代表的 な 例 を と っ て考察 し て
み た い。 以下 は 同一祭神 に し て 洞数 の 多 い}I頃 に
論ず る 。
A . ヴ ェ ト ナ ム 北部 に お け る 神話閣 と の 関 わ り

を持つ水神諸洞 に つ い て
( 1  ) 芹海神嗣・ … … 水神諸嗣 中 最 も 広 い分布 を
持つ 。 す な わ ち ， 海陽省永保県文庵社， 興安省
金洞県香楊村， 南定省瑞英県謹戸社 と 岡県万棒
社， 清化省、厚禄県満碧社， y_安省諒璃県香芹社，
平定省緩福県}I民儀村 と 岡県登場村， 広治省永霊
県 の ， ほ ぼ隣接す る 七 省 に 分布 し て い る 。 向調
の祭神は 宋 の楊太后 と 三公主 で あ り ， 同桐 は 各
地で違な っ た洞名 を持 っ て い る 。 す な わ ち 海陽
で は 宋皇太后澗， 興安 で は 宋楊貴妃嗣， 南定 で
は大乾聖娘澗， 清化 ・ 広治 で は 四位聖娘嗣， う〈
安 で は芹海神間 ・ 平定 で、 は 大乾神洞 の 如 く で あ
る 。 し か し表 1 の 如 く 祭神が一致 し て い る こ と
か ら 同 じ系列に属す る 桐 と 解 さ れ る 。 そ の 分布
は ， r一統志」 父安省 「芹海神桐J の 項 に

今通園多有洞口組之
と あ る こ と か ら ， 北 ・ 中部 ヴ ェ ト ナ ム の か な り
広 い地域に渡 っ て信仰 を 得 て い た も の と 思 わ れ
る 。 ま た ， r一統志」清化省「四位聖娘洞」 の項に も

省内沿海， 凡七十余洞
と あ る こ と か ら ， 清化省沿海部 に あ っ て は 民衆
の厚い信仰 を 得 て い た こ と が窺 わ れ る 。 し か し
上記七省以外 に 同一祭神 の 洞 が 見 ら れ な い こ と
か ら ， 先の父安省芹海神間 に お け る 「通国J の
記載は ， 1青化 ・ ^x.安両省沿岸部 を 中心 に 北折 中
部か ら 中折北部 に か け て の 一帯 と 解す る の が 自
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然 で あ ろ う 。 次 に 同澗 の 祭 る 内容 は ， r大越史
記全書J (以下 「全書」 と 略記す る 〕 本紀全書
巻之六陳紀二英宗興隆二十年 (1312) の項 に

立芹海神間。 先是。 帝親征。 至芹海円。 (前
日 乾。 避詳改為芹。 〉 駐営。 夜夢神女泣 日 。
妾趨宋妃子。 為賊所逼。 困於風簿至此。 上帝
勅為海神久失。 今陛下師行。 願翼賛立功。 帝
費。 石故老問事賞。 祭然後談。 海為無波。 直至
闇繋。 克獲而帰。 至是。 命有司立洞。 時祭罵。

と あ る こ と か ら ， 趨宋妃子が賊 に逼 ら れ て風涛
の た め に 父安省 の 乾海円 に流れっ き ， 海神 と し
て祭 ら れ る に至 っ た 沿革が 知 ら れ る 。 こ の 「全
書」 の記事は ほ ぼ 「一統志」 メ安省調廟誌 「芹
海神澗」 の 記載聞 に 一致 し て い る 。 た だ 「一統
志」 同問の記載 に よ れ ば，

宋祥興年間 (l278�79) ， 師潰子崖 山 。 楊太
后輿公主三人赴海。 忽腿風大作， 標泊子乾海
円。 顔色如生。 土人為之立調。

と あ り ， 陳の英尊に よ る 立相以前 に ， 乾海門 に
漂 っ て い た 屍体 の顔色が 生 き て い る よ う で あ っ
た こ と か ら ， 乾海門沿岸 の 土地 の 人 が洞 を 立 て
た倒 こ と が知 ら れ る 。 さ ら に 「努旬幽霊績集」
(以下 「塁手旬績集」 と 略記す る ) í乾海門尊神」

に よ れ ば
尊神南宋朝公主也。 時南宋帝員為元入所因。
其臣陸秀夫抱帝投子海而没。 宗室多溺者。 公
主母子援得船板泊岸。 依{弗寺。 甚鍛因。 寺僧
憐市養之， 二三月 間 。 身鵠完全。 容色美麗。
寺僧悦而求通。 公主拒之甚厳。 僧J開悔， 投海
死。 公主泣 日 ， 吾母子頼僧市生。 僧為吾市死，
於心何安。 皆投海而死。 風瓢至演州乾海問。
身憧如生， 神色不愛。 土人以為霊異， 而埋之。
自 此大顛英霊。 土人立相記之。 凡海船遇風，
蒔之 自 安。 至今各海 口 皆立嗣奉問。尊為福神。

と あ る こ と か ら ， 正史で あ る 「全書」 に記載す
る に は 惨 ら れた で あ ろ う 投身 に 至 る 過程や， 福
神 と し て尊記 さ れた理 由 が知 ら れ る 。 こ の伝承
は 「嶺南掠怪停J (以下 「掠怪停」 と 略す〉 巻
之三 「乾海三位夫人停」 に も 記 さ れ て お り ， 同
伝 に も

凡有遠近之人。 船行経過此廃。或遇風波危迫。

度心祈祷， 呼吸之間果得平安。 至今随廃海門
創立間関以奉之。 比南海之福神最霊也。 醤俗
里人不知， 以浮戯謹神。 何其誤哉。 宜姪表之，
為正直之福神也。

と あ る こ と か ら ， 同調が乾海門付近 を 通行す る
船舶 に と っ て ， 風波 を鎮め航海 の 平安 を 司 ど る
極 め て 霊験 あ ら た か な福神 と し て尊崇 を集め ，
15世紀 中期以降仰 に あ っ て は他 の 地方 の海 口 部
に 於い て も 向調が福神 と し て把 ら れ て い た こ と
が 知 ら れ る 。 こ の こ と は 「全書」 本紀全書巻之
六 英宗興隆二十年 (1312) に

加封各廃名神
と あ り ， r一統志」 父安省洞廟誌同問 の項に

及還. 命加封贈国家南海大乾聖娘。 増廠桐宇。
と あ る こ と を 裏付 け ， 14世紀初 め よ り 海神 と し
て 奉ぜ ら れ て い た こ と が知 ら れ る 。 さ ら に 岡市言J
は 察 の 聖宗が 占城 を 親征 し た鴻徳元年 (1470)
に お い て も 霊応が あ っ た こ と が 「一統志」 メ安
省澗廟誌同洞の項倒 よ り 知 ら れ， 先述 し た15世
紀 中期以降 に お け る 最 も 霊験 あ ら た か な嗣のー
っ と し て 各海 口 部 で尊崇 さ れた こ と を 首肯 さ せ
る 。 こ の こ と は 「同慶御覧地輿誌園」 か ら も ほ
ぼ確認で き る 問。 ま た海陽省 と 興安省 の場合に
は 交庵社 と 香楊社が共 に河岸 に 位置 し て い る こ
と か ら ， 同調が13世紀末以来水神 と し て 北中部
ヴ ェ ト ナ ム 沿岸 ・ 沿海民 に広 く 記 ら れ， 日朝初
期 に お い て も 尊崇 を集 め て い た こ と が 窺 わ れ
る 。
(2)  三江神間・ ・ ・ … ー ・ 三江神和] の 名 を 冠せ ら れ る
洞 に は ， 太原 ・ 北寧の 北折隣接ニ省 に 分布 を 見
る 三江却敵威敵二大王 を祭神 と す る 竜眼如月 二
神伝系 の も の と ， 山西省 に お け る 威霊 白 鶴神洞
イ云系 の も の と あ る 側。

a . 竜眼如月 二神伝系三江神洞 … … ま ず初め
前者 の神話系列 を 持つ 三江神洞 の 在地的祭加理
由 を 考 え て みた い 。 同神洞 は太原省富平府司農
県螺媛社 と 北寧省安豊県呑羅社三岐江岸， 同省
鳳 眼県三江 口 の 三 ヶ 所 に位置 し て い る 。 北寧省
安豊県 に お い て は三江却敵神開， 鳳 眼県 に お い
て は 三江威敵神耐 と 称せ ら れ て い る 。 と も に超
越王 の名将軍張可L . 張喝 を杷 っ た も の で あ る 。
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「掠怪惇」 巻弐 「龍眼如月 二神停J に
其兄 日 威敵大王， 立桐子龍眼三岐江。 使龍眼
平江之民奉杷之。 其弟 日 却敵大王， 立調子如
月 ， 使沿江之民奉事之。 至今猶存駕。

と あ り ， r欽定越史通鑑網 目 J (以下 「網 目 」
と 略す) 正編巻七 陳仁宗紹宝六年 の 割註 に よ
れ ば

龍 眼 : )蘇名 ， 繋改鳳眼。 今国之属北寧省
と あ る 。 ま た 同書正編巻三 李仁宗英武昭勝元
年 の割註 に

如月 江 : 在北寧省安豊勝、東北， 近有如月 社故
名

と あ り ， r同慶御覧地輿誌園」 北寧省 安豊県
の 図 を 見 る と ， 江岸 に 如月 社が位置 し ， そ の西
に 香羅文 関 な る 建物が在 り 月 倍江沿岸 の 香羅社
に 属 し て い る こ と が知 ら れ る 。 以上 の こ と か ら ，
北寧省鳳眼県三江 口 に在 る 三江威敵神間が 兄 の
威敵大王 を 租 っ た も の で あ り ， 安豊県呑羅社三
岐江岸 に 在 る 三江却敵神洞が弟 の 却敵大王 を 把
っ た こ と が窺 わ れ る 。 と こ ろ が 「一統志」 北寧
省洞廟誌 「三江却敵神間」 の項 に は

及賊平， 封兄為大当江都護園神王， 調子月 江
口 ， 又封其弟為小 当江都護国神王， 帽子三江
口 〔一作南江， 又作平江〕

と あ る 。 ま た 「専旬J í却敵威敵二大王J に は
遂封其兄為大昔江都護園神王， 立帽子如月 江
岸。 其弟為小首江都護園神王， 立帽子南平江
口 。 呑火不絶。

と あ る 。 ま た ， r全書J 本紀全書巻之三 李紀
二 仁宗大寧五年 (1076) 春三月 の割註 に

呉南晋開 封兄為大富江都護園神王。 桐子如月
江 口 。 弟為小首江都護園神王。 桐子南軍江 口 。

と あ る 。 如月 江が月 江 口 と 同 じ か否か は 判 じ難
い が 「一統志J 北寧省 山 川誌 「香羅三岐江」
に よ れ ば

李太宗五年 (1032) ， 宋郭遠 来侵。 李常傑
迎撃子月 江。 大破之。

と あ り 月 江が如月 江 と 同 じ か極 め て近い と 考 え
得 る 。 よ っ て こ れ ら 三書か ら は 如月 江 に 当 る 安
豊県香羅社三岐江岸 に 在 る 三江却敵神澗が兄 の
却敵大王 を 前日 り ， 北寧省鳳眼県三江 口 に 在 る 三

江威敵神帽が弟の威敵大王 を 記 っ た こ と が窺わ
れ る 。 す な わ ち 「辱旬」 と 「掠怪停」 と で は 兄
弟が逆 に な っ て い る 。 「里子旬」 は そ の序 に 「皇
陳開祐元年己 巳孟春」 と あ る こ と よ り 開祐元年

(1329) に刊行 さ れた も の と 思わ れ ， r掠怪侍』
は そ の序 よ り 洪徳23年 (1492) に 武現 に よ っ て
校訂 ・ 刊行 さ れた と 解 さ れ る 側 こ と よ り ， 前の
「全書」 の割註 と 考 え あ わ せ る と 前者が民間伝

承 の原型に近い と 考 え ら れ る 。 こ れ よ り ， r一
統志』 の 向 調 に つ い て の記事 も 多 く は 「塁手旬」
に よ っ た と 考 え ら れ る 。 し か し， な に ゆ え 「辱
旬」 と 「抹怪停」 に お い て 神位が 兄弟逆転 し て
い る か は 明 ら か で な く ， 詳細 に つ い て は 後考 を
倹 た ね ばな ら な い 。 た だ神話側 中 に は 常 に 両大
王， す な わ ち 張札 ・ 張喝が対 を な し て語 ら れ て い
る こ と か ら ， 腕朝期 に お い て は 必ず し も 区別 さ
れず に 杷 ら れた と も 想 わ れ る 。

さ て ， 両問 の祭記理 由 で あ る が， r号 旬J í却
敵威敵二大王」 の 項 に

王扶高人也。 姓張， 兄名吟， 弟名 喝。 皆越越
玉名将。 趨為李所滅。 二人乃隠扶龍山 。 李仏
子求之。 乃飲毒卒。 至呉南晋王討李i葎。 次軍
扶高 口 。 王夢二人来， 自 稽姓名， 且言向者先
主有 白 藤江之勝。 亦某兄弟助順之力也。 今李
H犀 椙狂背逆。 救来助王討之耳。 王畳市致祭，
且祈陰助成功。 首立廟酬謝。 及王進兵眠情。
賊守除。 軍士不能進。 各有退志。 其夜呉王復
夢張兄弟舎兵相助。 其兄沿武平江， 経如月 江，
入富良江。 其弟沿諒江， 入南平 口 。 呉王大喜，
以語左右， 俸急進兵。 果獲全勝。 ( 中 略〉 李
仁宗朝。 宋兵入窓。 帝命李常傑沿江築柵固守
之。 一夜軍士次於澗所。 皆聞天上有吟 日 ， 南
園 山河南帝居， 裁然定分在天書， 如何逆虜来
侵犯， 汝輩行看取敗虚。 既而宋兵果敗。 (以
下略〕

と あ る こ と か ら 知れ る よ う に ， 呉南晋王が李障
を 討つ に あ た っ て の 陰助霊応や， 李常傑 が宋兵
を敗 る に あ た っ て の霊声や陰助 に 関す る 世伝が
同調の祭調理 由 と 考 え ら れ る 。 「披怪簿J í龍眼
如月 二神侍」 に よ れ ば，

後夜復夢ー神人領 白 衣鬼部， 自 平江南来。 ー
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神人領赤衣鬼部， 由如月 江而下。 並向賊営以
撃之。 十月 二十一 日 夜富三更。 天気昏黒。 暴
風疾雨大作。 宋兵驚潰。

と あ り ， 陰助が も っ ぱ ら 暴風疾雨で あ っ た こ と
を窺 わ し め る 。 そ れ ゆ え ， 北寧省の 両洞が こ の
暴風疾雨 を も っ て 国 を護 る 霊力 を も っ た神人 を
把 っ た も の で あ る と 解 し得 ょ う 。

ま た太原省富平府司農県螺媛社 に お い て も 三
江神桐が奉記 さ れ て い る こ と に つ い て は ， r一
統志J 北寧省 山 J l I誌 「香羅三岐江」 の 項 に

一名江安江， 上接司農， 下注平灘江
と あ り ， 安豊県東北の は じ を流れ る 香羅三岐江
が上流 に あ っ て は 司農県 に 通 じ て い た こ と が知
れ る 。 こ の こ と は ， 司農県螺曝社が 「同慶御覧
地輿誌園」 太原省司農県 に よ れ ば， 岡県山 間部
に 位置す る も の の ， 司農県が 月 徳江 に よ っ て 先
の香羅社江岸 に通 じ て い る こ と か ら も 確認 さ
れ， 同神域が 司農県 ま で及ん だ と も 考 え ら れ る 。
し か し基本的 に 江神 で あ る 同祭神が 山 間部 に位
置す る 螺曝社で組 ら れた理由 は 定か で は な い 。

b - i ， 威霊 白 鶴神開伝系 三江神澗 ・ … ・ ・先述
し た よ う に 同神話系列 を 持つ三江神桐 は 山西省
白 鶴県 白 藤社 に 位置す る 。 向調 に つ い て は 「専
旬J í忠湖威顛大王」 の 項 に

按交州記。 王本掠土令長。 唐永徽中 (65()--'
655) ， 李常明為峯州都督。 見峯州地坦， 山河
襟帯。 乃於 白 鶴江， 建通霊観， 奉三清。 又開
前後二堂， 擬塑神像。 未知執霊。 乃焚香祝 日 ，
此間神祇， 何者最霊， 令吾見其形状。 以使塑
像。 是夜夢二人来， 争趨前堂。 ( 中 略〉 常明
以土令長為勝。 覚而倣其形状。令塑神像奉記 。
方民以為祈福之所。 凡朝官奉命征討。 過比拝
穣， 常見助}I頂。 (以下略〉

と あ れ 「櫛J怪停J í威霊 白 鶴神調」 の 記述 に
ほ ぼ一致 し て い る 憾。 r一統志」 山西省山川誌
に よ れ ば 「 白 鶴江在 白鶴県j と あ り ， r同慶御覧
地輿誌園」 山西省 白 鶴県 の 図 よ り 白 鶴江沿 い に
河神廟が位置 し て い る こ と か ら 推測す る と 叱
上述 し た李常明 が 白 鶴江 に 建 て た通霊観 と は河
神廟か， そ の類桐 と し て の 同調 の こ と と 考 え ら
れ よ う 。 ま た そ の祭組理 由 は 祈福の所で あ れ

ま た征討の命令 を 奉 じ た朝宗 に と っ て は神の助
け 順 う べ き 霊験 あ ら た か な 澗で あ っ た こ と が知
ら れ る 。 そ の意味で は 民衆 に と っ て は 同地一等
の霊威 を 持 っ た 福神 で あ っ た も の と 思わ れ る 。
三江神澗 と い う 澗名 は ， 先 の 「同慶御覧地輿誌
圏」 の 同調わ き で 白 鶴江が三又 に な っ て い る こ
と が 同 図 に 「我芭鶴J と あ る こ と か ら 知れ る 。
す な わ ち ， 我は ngã で芭 は 白書捕で ba 三 の意で
あ る こ と か ら 三又路 口 の意 で あ る 。 よ っ て 白 鶴
江 の 三又状に な っ た流域 を意味 し て い る と 解 し
得 ょ う 。 そ れ ゆ え ， こ の よ う な 川辺 に 向調が位
置 し た こ と よ り 三江神耐 と い う 洞名 が冠せ ら れ
た も の と 恩わ れ る 。

b-ii， 忠誠神澗 … … 河 内省富川県多費社岡
県不揖社， 同県唐川社， 岡県梁舎社， 岡県神亀
社， 岡県安快社， 同県文斎社， 同省山 明県東魯
社 と 岡県清会社の九社に分布す る 。 r一統志」
河内澗廟誌 向調の項 に

相停， 神乃 白 鶴三岐水神。 李太尊辰， 祈祷稔
実， 封婚忠誠二字。

と あ る こ と か ら ， 同調 の祭神が 白 鶴三岐水神で
あ り ， 李 の太尊 の 時期 (1028�54) 以前か ら 犯
ら れ て い た も の を ， 霊応著 し か っ た た め に忠誠
の 二字 を 封贈せ ら れ， 忠誠神洞 と い う 澗名 を持
つ に い た っ た こ と が知 ら れ る 。 r同慶御覧地輿
誌園」 河内省富川県 の 図 に よ る と ， 上述 し た各
社 は 岡県一 円 に 散在 し て い る こ と か ら ， 同調へ
の信仰が， 富川県並び に そ の商 に 隣接す る 山 明
県 に か け て の 地域 に そ の 広 が り を 持 っ て い た こ
と が知 ら れ る 。 r一統志』 山西省 山 川誌 「 白鶴
江」 の 項 に ， í下達子河内， 為王耳河。 按此一名
三岐江。 」 と あ る 。 ま た 「一統志」 河 内省山} I I
誌 「耳河J の 項 に ，

衆水曾子山西 白 鶴三岐。 河東南流， 入省轄懐
徳府慈廉県東北， 沿( 中 略〉富川 ・ 維先等県。

と あ り ， 山西省 白 鶴江が河 内 に 流れ入 っ て耳河
と な り 富川県 に 沿 っ て流れ て い た こ と が 知 れ
る 倒。 こ の こ と と 祭神名 の一致か ら ， 同調の祭
神 は 山西省の 三江神澗 の祭神で あ る 土令(石郷〕
で は な い か と も 思わ れ る が， 先 に 見た よ う に耳
河 を ー名 三岐江 と い う こ と か ら 河 内省富川県の

- 32 ー ( 165)



院朝初期 グ ェ ト ナ ム に お け る 水神祭胞に つ い て

在地的信仰が威霊 白 鶴神澗伝説 に 重 な っ た と も
想わ れ る 。 こ こ で は水神で あ る こ と の み が窺わ
れ る の み で ， 祭組 内容は 明 ら か で は な い。 後考
を 倹 つ 。
(4) 水神三位洞 … ・ ・ ・ 北寧省 の真護社 と メ 中社
の 二社 に 向調は 施 ら れ て い る 。 r一統志」 北寧
省洞廟誌 同桐 の 項 に よ れ ば，

調前有月 湖一， 遥望月 徳江。 相停， 神乃絡龍
君之子， 管領月 徳江。 開予口朝， 歳早祷得雨，
命民組之。

と あ り ， 同胴が 籍竜君之子仰 を 潤 っ て お り ， 専
ら 月 徳江舗 を 神域 と し た こ と が知 ら れ る 。 ま た ，
水神三位 と は ， 水族竜君 と 黄河端潔夫人 と 三江
公主 で あ る こ と が 「一統志」 の 向調 の 項 よ り 知
ら れ る が， こ の 神位は 絡竜君伝説 の 上 に 中 国 の
水神 を 院朝期前後 に ， 複合 さ せ た も の と 思 わ れ
る 。 r一統志」 北寧省山川誌 「月 徳江」 の 項 に
よ れ ば

嗣徳三年。 列為名川， 載在記典
と あ り ， 院朝初期 に お い て は ， 国家が察組せ ざ る
を 得な い聞 ほ ど の 民衆の信仰 を 得 て い た こ と を
窺 わ せ る 。 祭前日理 由 は 皐 に 際 し て は慈雨 を も た
ら す霊力 を そ な え て い た と い う こ と で あ ろ う 。

以上 の こ と か ら 神話 と の か か わ り を持つ水神
諸洞は も っ ぱ ら 北部 を 中心 と し て 分布 し ， 困難
に 当 つ て の 神霊 の 加護 ・ 陰助な ど を も っ て 把 ら
れ る 場合や早害 に 際 し て の慈雨な ど を理 由 に 和
ら れ て い る こ と を解 し得 る 。
B ヴ ェ ト ナ ム 北部 に お け る 伝承 と の 関 わ り を

持つ水神諸問 に つ い て側
( 1 )  竜淵神洞… ・ ・ ・滑化省東 山県黄鵠社， 岡県寿
仏社 と 同省雷陽県魯 賢江 に お い て 同嗣は把 ら れ
て い る 。 r一統志」 清化省調廟誌 同調 の 項 に

洞所平原突起一大阜， 前有湖。 湖有淵， 深莫
能測其底。 遇有早結筏臨淵， 市樟雨航慮。

と あ る 。 平原 に突出 した異形 の 大 き な 士 山 側 と
そ の 前 に位置す る 深い湖 に 霊威 を感 じ た も の か
推測 の 域 を 出 な い。 た だ皐 の 時 に 筏 を 組ん で そ
の 湖 の 淵 を 臨ん で降雨 を 祷 る と ， た ち ま ち に し
て霊応が あ っ た と 信仰せ ら れた こ と が知 ら れ，
向調が 祈雨の対象 と な っ て い た も の と 思 わ れ

る 制。
(2) 浪江神嗣 … ・ ・ ・ 清化省弘化県安城社 と 同省美
化県曹川社 の 浪江(却 の 南北両岸 に位置す る こ社
で和 ら れ て い る 。 祭神は 演江神 と も 虞 と も 隅 と
も 言わ れ て い る 。 r一統志」 清化省澗廟誌 向
調 の 項 に

世停， 李太祖親征愛州、| 山種， 舟師由海洞過虞，
入馬著浅。 帝密薦之頃， 見一大魚躍過舟前。
水大波舟師利渉。 太祖異之， 封為三岐演江之
神， 立桐江岸和之。

と あ る 。 こ れ よ り 三岐浪江之神は江水の干満 に
霊力 を 持 ち 「蛮」 を討つ た め の親征 に 霊異が あ
っ た も の と 思 わ れ る 。 上記二社 を 「同慶御覧地
輿誌圃」 に よ っ て 調べ る と ， 演江は 弘化県 と 美
化県 と の県境 を な し て お り ， 弘化県安城社 の 北
で三岐 を な し て い る 。 同 図 に よ る と 同三岐は ，
「我巴演」 と い う 名 で あ る こ と が知 ら れ る 。 前

に述べ た よ う に ， 我巴虞 は 演江三岐 の意 に す ぎ
な い。 こ の こ と か ら 李太祖の 進ん だ海而が狩碧
海 口 で あ り 回， そ こ か ら 西へ演江 を 朔 っ た こ と
が知 ら れ る 。 ま た 「全書」 本紀全書巻之ニ 李
紀一 太祖 順天二年 (1011) の 項 に

二月 。 帝以愛州菖隆賊， ðl昌 獄陸梁。 歴子丁梨
ニ朝。 攻之弗克。 至比愈織。 帥六軍征之。 焚
其部落。 檎其魁首而還。 賊遂滅。

と あ る こ と よ り ， 上記 の 「一統志J の 中 の 李 の
太祖愛州側 親征が順天二年 (1011) 二月 の事 で
あ り ， 山蛮 と は宮隆の人 々 で あ る こ と が知 ら れ
る 。 r綱 目 」 正編巻之ー 繋大行応天八年 の割
註に

宮隆。 費名。 丁数為茜隆蛮。 今属滑化廃化府。
と あ り ， 広化府側が 我色濃 の 西北 に あ る こ と か
ら ， 先の 「一統志」 の世伝中 に 記 さ れた 李 の 太
祖親征 に 際 し て 演江 を 湖 っ た こ と が 首 肯 さ れ
る 。 な お ， 祭組理 由 に つ い て は ， 同世伝以上 に
は解 し難い。
(3) 広博神洞 ・ … ・ ・ 河内省富川県盛徳社 に位置
し， 沙江師 三岐水神 を 抱 っ て い る 。 r一統志』
河内省 胴廟誌 「康博神間」 の 項 に

相停， 番号神尊辰 (1619-1642) ， 討賊， 命官
祈祷， 神顕実助順。 賊平凱還， 建調和之。 歴
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朝封贈。
と あ り ， 雲寺 の 神尊 の 時 に 賊 を 平定す る に 際 し神
霊 の 助 け が あ っ た こ と よ り 租 ら れ て い る 理 由 が
知 ら れ る 。 祭神が沙江三岐水神で あ る こ と よ り
河神 と 想、わ れ る が定 か で な い。
(4) 水済神洞 … ・ ・ ・ 南定省大安県金銭社に お い て
和 ら れ て い る 。 「一統志J 南定省 澗廟誌 同
調 の 項 に

丁先皇既平十二使君， 舟経金銭j宰， 見神立子
水上。 日 臣水神品。 願効力輔園。 尋不見。 帝
異之， 立届， 封上等神。 陳芸宗紹慶二年 (13
71) ， 大将王通星雲 日 城， 神顕支助)1民。 及 日 露
平， 令修届加封。

と あ る 。 祭神は 定 か で な い が， 神霊 の威力 を も
っ て 輔国 を願 っ て 記 ら れた こ と が知れ る 。 r網
目 」 正編 巻之十 陳芸宗紹慶二年 の記事 に

閏 三月 ， 占城窓京師。 帝如東岸。 ( 中 略) 占
兵 由 大安海門直犯京師

と あ る 。 ま た 同割註 に
大安海門， 即大鳴海 口

と あ る 。 ま た 同書前編 巻之四 李後帝元年 の
割註に

大晴海 口 ， 古強大喝， 又 日 大悪。 李改大安。
今大安県筆遼社遼海門， 有越越王洞。

と あ り ， 大安海 門 が大安県 に 位置 し て い る こ と
が確認で き る 。 こ の こ と は ， さ ら に 「一統志J
南定省 関爪誌 「遼海爪J の記事か ら も 確認で
き る 。 よ っ て 前 の 「一統志』 南定省洞廟誌 の 記
事 に言 う 呂 窓 が 占城の窓 と すれ ば大安県金援社
に お い て把 ら れ て い る 水済神澗 に 間 ら れた水神
の 霊威が紹慶二年 に あ っ た と す る 先 の 記事が首
肯 さ れ る 。
(5) 匪浪真人洞… ・ ・ ・寧平省安謀県神符総仁品村
に 位置す る 向調は羅援な る 道士 を 祭神 と し て紀
っ て い る 。 そ の祭組理 由 に つ い て は ， r一統志」
寧平省 桐廟誌 同調の項 に よ れ ば

一線、 同奉記。 明 良詩集註， 援淳浬 〔今厚禄〕
鋭案社人。 雄王辰， 道士。 王南征到海門， 阻
風月 官会。 王斎戒， 命援先行乗舟。 海為無波。
及還道卒， 詔封堅浪真人， 立桐子神符海 口 之
南， 以援所出軍， 留居奉示日。 即今神符総仁品

- 浮沙 ・ 英奉等村是也。 繁光興年 (1578�15
99) ， 官軍討其， 過此， 忽遇風浮。 藤之， 見
一 白 頭掠小舟， 所至平帖， 忽不見。 蓋神之霊
也。 乃賜仁品， 横渡税銭供記。

と あ る こ と か ら ， 波浪 を鎮め る と い う 霊威に よ
っ て ， 同線一帯で和 ら れた も の と 解 さ れ る 。
(6) 威霊水神間 … …河内省永順県安阜坊 (竹島
湖之北〕 に 租 ら れ て い る 向調 は ， r一統志J 河
内省 桐廟誌 向調 の 項 に

背侍大羅城， 西臨調水。 世停， 奥其弟子分為
日 昭 ・ 虞布 ・ 西湖(制 ・ 安阜之神。 若草永霧間(16
58�1662) ， 耳河決干安阜， 官兵不能治。 藤
子神， 水害得息。 自 :是歳給湖税三十絡供施。

と あ る こ と か ら 知れ る よ う に ， 水害 を 息、め し む
る 霊威が あ っ た と さ れ て い る 。

以上， 北折 に 於 け る 伝承 を持つ水神 に は ， 特
定 の 淵 の よ う な場所 に 降雨 を 祈 る と 霊応が あ る
と い う パ タ ー ン と ， 在地 に あ っ て、潮 の干満や波
浪 を コ ン ト ロ ー ノレ し て 官 を 輔 け た り ， r賊」 を
平定す る 際 に霊威 を 示すノf タ ー ン と の二通 り の
パ タ ー ン が あ る よ う に 思われ る 。
C . ヴ ェ ト ナ ム 北部 に お け る そ の他 の 水神諸相

に つ い て
( 1 )  白 帝嗣 … … 諒 山省温州枚坂社 に 位置 し，
祭神が水神で あ ヮ て ， 封贈 を 受 け て い た こ と が
「一統志」 諒山 省 桐廟誌 同洞の項か ら 知 ら

れ る の み で あ る 。
(2) 治涯洞 ・ … ・ ・ 諒山省脱朗州安化社 に 位置 し，
向調 も 祭神が水神 で あ り 封贈 を 得 て い る 旨 が
「一統志」 同省澗廟誌， 同聞 の 項 か ら 知 ら れ る

の み で あ る 。
(3) 渋滞江洞 … ・ ー諒山省脱朗州永案社浜拐江左
岸 に位置す る 向調 は ， 神妓 を祭神 と し て い る 。
同地が 山 間部 に 位置す る こ と か ら 大蛇 を 絞 と 想
っ た の で は な か ろ う か。 「一統志」 同省調廟誌，
向 調 の 項 に よ れ ば， r最実， 歴封贈」 と あ り ，
い か な る 霊威か定か で な い が， 較が祭神で あ る
こ と か ら ， 水神信仰 の 一種 と 考 え た回。
(4) 格淵洞 … … 諒山省禄平州雲夢社格淵津に 組
ら れ て い る 同洞 も 神妓 を 祭神 と し て い る 特異な
例 で あ る 。 r一統志』 同省洞廟誌 向調 の項に
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よ れ ば
有神蚊窟在。 人立 (洞〉 示日之， 祈蒔稔慮。

と あ り ， 神蚊 と 想、わ れ て い た も の が癌 の 中 に い
た附 こ と が知 ら れ， ま た霊験 あ ら た か で あ っ た
と さ れ て い る が， ど の よ う な 霊応が あ っ た の か
は 定 か で、 は な い。 た だ立桐者が 「入」 聞 と あ る
こ と か ら ， 極 め て 民衆的 かっ在地的性格 を も っ
て信仰 さ れ て い た こ と が窺わ れ る 。
(5 )  竜王洞 … …興化省水尾州 山腰社 に 位置 し て
い る こ と が知 ら れ る の み で あ る 倒。
(6) 横江神洞 … ・ ・ ・興化省枚山州呈奔杜 に 位置す
る 同桐 も ， 相 名 か ら 水神 に 関 わ る も の と 推測 さ
れ る の み で あ り ， 委細不詳で あ る 。
(7) 竜水提神胴 … …興化省陀北州豪壮社托坂山
に 租 ら れ て い る 同洞 の 祭神は ， r一統志」 同省
洞廟誌 同問の項 よ り ， 治江最霊之神 と し で 知
ら れ る の み で あ る E110
(8) 葉夫人神洞 … …輿化省鎮安県百康社 に 位置
す る 同調 は ， r一統志」 興化省 洞廟誌 向調
の 項 に

神為公主， 為挑江最戎之神。 祈静稔慮。 歴代
預在把典。

と あ る こ と か ら ， 桃江の最 も 霊験あ ら た か な 神
で あ り ， 歴代 の朝廷自由 が和典に預 っ た こ と が知
ら れ る の み で あ り ， な に ゆ え 葉夫人が挑江の神
と な り ， ど の よ う な霊威 を 示 し た の か等 に つ い
て は詳 ら か で は な い。
(9) 魯王行遣 ・ 土地竜神二位神洞 … ・興安省東
安県伝岩社 に 位置す る こ と が 「北城地輿誌録J
山 南上鎮 の 向調 の 項 よ り 知れ る の み で あ る 。
(101 広利神洞… ・ ・ ・ 南定省瑞英県脱郷社 に 澗 ら れ
て い る 向調 の祭神 は 南海広利 王 で あ る こ と が
「北城地輿誌録」 山 南下鎮 の 向調 の 項 よ り 知れ

る の み で あ る 。
(11) 祈風洞 … … 清化省広 昌県長麗社潮爪海 口 之
右 に 同開が位置す る こ と が知 ら れ る の み で あ
る 問。

以上 の 如 く ， ヴ ェ ト ナ ム 北部 に お け る そ の 他
の水神諸問 に つ い て は ， 諒 山省 と い っ た 山 聞 の
地 に 4 桐 が位置 し ， 内 2 洞 で は 神較が水神 と し
て 記 ら れ て い る と い っ た パ タ ー ン や， 各江神が

市E ら れ て い る パ タ ー ン が窺い得 る が伝承 に 乏 し
く 詳 ら か で は な い。 た だ， そ れ だ け 在地的， 民
衆的性格 を 色濃 く 持ち ， 霊験灼 で あ っ た が故 に
史料中 に 記載 さ れた も の と 思わ れ る が， こ れ ら
に つ い て は ， 後考 を 侯つ。

おわ り に
院朝初期 ヴ ェ ト ナ ム 北部 に お け る 水 神 祭 加

が， 陳期 あ る い は 繋朝祭加 を 踏 ま え つ つ ， よ り
整理 ・ 統合化 さ れた も の と 筆者 は思 っ て い る 。
す な わ ち ， 陳朝祭制 に あ っ て は 先述 し た神話 ど
の 関 わ り を持つ水神諸相 の ご と く 芹海神澗 は福
神 と し て 和 ら れ， 三江神洞や忠誠神澗 は 陳朝 の
重興元年 (1285) に 束u命 を 以 っ て福神 に 封ぜ ら
れ， 重興四年 (1288) と 重興二十一年 (1313)
に は そ れ ぞれ名字 を 加 え ら れ て い る 倒。 と の よ
う な 勅封加字が元 の 第二次 ・ 第三次侵略の撃破
と の 関 わ り の 下 に 行 な わ れた こ と は ， 伝承 の 中
に 生 き る 民族の英雄や神霊が外敵侵入 と い う 民
族の危機 に 当 っ て ， 抵抗の 民族的表象 と し て位
置付け ら れた と と を意味 し て い よ う 。 ま た書写朝
祭加 に あ っ て も ， H. Maspero 氏 の 神蹟の研究
闘 よ り 明 ら か で あ る よ う に ， 18世紀 に お い て礼
部大臣 に よ っ て 各地 の 神蹟 は 統合 さ れ， 村落 の
在地的 ・ 民衆的祭租が 国家祭把 の 中 に取 り 込ま
れ て行 く 過程 と し て把握 さ れ る 。 前 に 簡見 し た
伝承 と の 関 わ り を持つ洞の 多 く が ， そ の 内容 に
お い て 察朝以前 の も の を 窺わ せ る の に 比べ， 院
朝期 の建立が 明 ら か な も の は表 I の如 く 壇廟 に
限 ら れ て い る 。 水神三位調 に し て も 澗典が行な
わ れ る の が嗣徳三年 (1850) と い う こ と で あ る 。
す な わ ち ， 日朝初期祭租 も 中 国や ヨ ー ロ ッ パ諸
国 の 侵略 に 備 え 院朝以前 の ヴ ェ ト ナ ム 民衆中 の
抵抗史の所産 た る 伝統的 な 民衆的 な神霊 を も 取
り 込ま ざ る を 得 な か っ た も の と 考 え 得 ょ う 。 こ
の こ と は 水神諸洞 の察記 内容 に お い て も 表の 如
く ， 三つ の 系列 と し て理解 し得 る 。 ま ず第ーは
河神 あ る い は 江神 の 系列で あ る 。 同 系列 に 属す
71<神諸桐 に は ， 威霊 白 鶴神桐伝系 の 忠均威顕大
王 を 潤 っ た 山西省の 三江神澗 ・ 忠誠神桐や， 月
徳江江神 を 加 っ た水神三位柄， さ ら に は治江最
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霊 の神 を 調 っ た竜水提神桐， 挑江最霊 の神 を 示日
っ た葉夫人洞等の諸澗が あ る 。 こ の河神 あ る い
は 江神系水神諸洞 を 統合すベ く 建廟 さ れた の が
山西省白 鶴県越池村に 明命元年 (1820) に 建 て
ら れた河神廟 で は な か ろ う か。 院朝初期 に 建廟
さ れた水神諸廟が表 I の如 く 南海竜王廟 を 除い
て 中 国神話中 に 表 われ る 極 め て 抽象的 ・ 一般的
な祭神 を 把 っ て お り ， 在地的 ・ 具体的信仰 を 欠
い て い る と 恩わ れ る こ と か ら ， 同河神廟 も グ ェ
ト ナ ム 北部 の 河神全般 を合 せ て 一 つ に 杷 っ た倒
と 考 え て も 誤 り で は な い よ う に 思 う 。 た だ京師
に 河伯廟が あ る こ と か ら ， 北折 の 河神 と 中 南折
の 河伯 が 中 国神話 中 の 洛水 と 黄河の神同様 に ，
陰陽の 関係 に あ る よ う に解 さ れ る 問。 第二の 系
列は竜王伝承 に 基 づ く 水神諾桐で あ る 。 竜王 に
は ー ・ ニ ・ 三郎竜王が あ り ， こ の 三竜王が竜母
廟伝承中 の 三蛇 に凝せ ら れ側 て い る も の と 想わ
れ る 。 ヴ ェ ト ナ ム 北部 に お い て は 興化省水尾州
山腹社 に 竜王洞が位置す る が， 祭間 内容は不詳
で あ る 。 清化省に は竜淵神澗が あ り ， 水の 神 と
し て の竜が淵や窟に住ん だ と 考 え ら れた の で あ
ろ う か， 興味深い 。 ま た ， 諒山省 に お け る 神較
を 水神 と し て 加 っ た伊j は 前 の 広安省の竜母廟 の
世伝 と 併せ考 え る と ， 蛇が蚊 ・ 竜 に擬せ ら れ て
い る 様が窺い得 る 。 第三 の 系列は不遇 の 死 を 得
た者が後 に 霊威 ・ 陰助 を 以 っ て 賊 を 討っ と か国
を 護 っ た こ と か ら 水神 と し て 和 ら れ て い る 諸洞
の場合で あ る 。 芹海神洞 ・ 竜眼如月 ニ神伝系 の
三江神間， さ ら に は一概に不遇 の 死 に よ っ た と
は 判 じ 難 い が ， 演江神澗 ・ 広博神洞 ・ 水済神桐
. 匪浪真人澗 の諸洞 が こ の 系 列 に 属す る も の と

思 わ れ る 。 本来， 不本意 な 死 に よ っ て 孤霊 と な
り ， 鬼 と な り 帰す る と こ ろ が な い と 災や癒 を な
す側 と い う 在地の信仰が一度霊威 ・ 霊応か ら 杷
ら れ る と ， 時 に福神 と な っ た り し た 様子が窺わ
れ る 。 以上， 不詳の水神 を 除け ば水神 を 加 っ た
闘 は ， 三系列に位置付け 得 ょ う 。 院朝専制君主
の代表 で あ る 明命帝 を し て か か る 水神 を含 め た
百神の 主 た ら ん側 と な さ し め た の は ， ま さ に 当
時の社会情況 と 不可分で あ ろ う 。 北部 に お け る
執劫 な ま で の 院朝支配 に抗す る 起義的lh 隙 あ ら

ば乗 じ よ う と し て い る フ ラ ン ス 等列国。 か か る
情況下 で あ っ た れ ば こ そ ， 水神祭問 に お い て も
壇廟 レ ベル で は 中 国的神々 を 竜王や南海竜王 の
下 に 配位 し つ つ も 悩， 各地 の 水神諸洞が記 る ，
抵抗の所産 と し て の諸澗， 民衆的 ・ 在地的信仰
の所産 と し て の 柄 と い っ た 民族的 な 信仰を集め
た諸霊澗が生 き 続け て い る と 言い 得 ょ う 。

以上院朝初期 ヴ ェ ト ナ ム 北部 に お け る 水神信
仰は ， 表 I ・ 表 E か ら 明 ら か な よ う に
1 . 中 国的祭神 を 院朝期以前 の祭神間 に冠す る

こ と で統合化が計 ら れ， 壇 ・ 廟 ・ 桐の祭組体
系 が創出 さ れた。

2 . 院朝初期建壇 ・ 建廟 に な る 水神 が抽象的一
般的 ・ 中 国的水神 で あ っ た こ と か ら ， 在地的
・ 民衆的性格 を 欠 く 傾 向 が あ れ 特 に 中 ・ 南

部 ヴ ェ ト ナ ム で そ の傾向が顕著で あ っ た 。
3 . 群洞 の レ ベル で は 民衆的在地的諾水神 を 組

ら ざ る を 得な か っ た。
4 . ヴ ェ ト ナ ム 北部水神諸洞 は 河神廟 と 祈風廟

の 下 に 体系付け ら れた 。
5 . 農業水利 を 統轄す る 水神が欠落 し， 舟 の航

行や， 困難 を 救 う と か， r賊」 を 破 る と か の 霊
異が強調 さ れ， 極 め て政治的， 軍事的統治 を
支 え る 性格 を 強 く 帯びた水神 が 国 家 に よ る 祭
把の対象 と な っ て い る 。

6 . 中 で も 神話 ・ 伝承 に 関 わ る 水神 と そ の霊異
が桐 レ ベノレ で、 は重視 さ れ て お り ， 神話伝承上
の 水神 を 師朝初期水神祭前日 が統轄す る事で民
衆 の生 き た信仰 を も 支配 に利そ う と 企図 した
も の と 思 わ れ る 。 (神話 ・ 伝承 に 関 し て は ，
北折 を 中心 と し て 中折 に 至 る 沿岸部， 特 に海
口 ， 江 口 に於い て ， 国家が支配 を 直接貫徹 さ
せ る に 際 し， 神助や霊応著 し き 神が水神祭組
の対象 と し て 取 り 込 ま れ て い る 〉。

と 結論付け ら れ よ う 。 も と よ り 国家的性格 を有
す る 祭加 と 民衆の信仰や生活 と の 係わ り が考究
さ れね ば な ら な い が後考 を 倹 ち た い。

(連絡先 干271 松戸市吉井町13ーの
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証
1 .  11大南会典事例』 巻八十五 礼部 祭統。
2 . 11大南一統志』 の名を以って呼ばれる も のには北
土庁 ・ 中土庁 ・ 南折編と がある 。同書は嗣徳18年(1865)
に勅命に よ って撰述された地誌であ り ， 嗣徳 35 年
(1882)に稿本がな っている 。 本稿においては， 北折
編は東洋文庫蔵安南本書目 中の写本によ り ， 中折編
は高春育ら に よ って維新3 年(1909)に刊行され昭和
16年本邦の印度支那研究会によ っ て復刻された も の
に よ っ た。 また南折編は旧ヴェ ト ナム共和国国務卿
府特責文化文化街出版 (Nhà Vãn司Hóa Phù Quðc
V\I Khanh Ðìíc-Trách Vãn Hóa) に よ っ て1973年
に復刊された 『大南一統志六省南越Jl (Dai-Nam 
Nhat-Thðng・Chi Lvc-Tlnh Nam-Viçt) に よ っ た。
北折編の写本並びに南折編は嗣徳35年 (1882) に成
ったも のを継承している と考え られるが， 中折編に
関 しでは， その内容に成泰年間の記事も見られ高春
育 ら に よ っ て補筆されたこ と が窺われる 。 本稿で主
と して論述したヴェ ト ナム北部は， 北折編と 中折編
の清化省 ・ 父安省の部分に相当するが， 大綱は嗣徳
35年の稿本と大きな異同はない と 息われる。 よ っ て
本稿でい う 院朝初期と は嗣徳18 (1865) 年以前の抗
朝期を想、定している 。

3 .  11大南一統志』 凡例 洞廟寺観在慮有之， 不可勝
紀。 惟例有園祭， 或経泰御賜闘額及稔著霊童態， 久稽
名勝者， 方載表霊異品。

4 . 問書は東洋文庫蔵の写本を用いた。
5 .  TriÌn-Th色ーPháp 1961 L己nh-Nam Chich-Quái， 
Saigon Nhà sách Khai. Tri を用いた。

6 . 後藤均平1975 11ベ ト ナム救国抗争史』 東京， 新人
物往来社， よ り 示唆を得た。

7 . 間接的には名山大川を前日っ た山川!壇がほぼヴェ ト
ナム全省に玩朝嗣徳期に設け られた。 山川壊につい
ては拙稿1980 r阪朝初期国家祭杷の一考察J 11東洋
大学アジア ・ ア フ リ カ文化研究所研究年報Jl 15， 
pp. 29-55 参照。

8 . 河伯以下の祭神については中国的な も のであ り ，
必ずし も ヴェ ト ナム民衆の信仰を得た と は 思 え な
い。 山田統1967r 占 卜 と祭記」 窪徳忠 ・ 西]1頂蔵編『中
国文化叢書 6 : 宗教』 東京， 大修館書府 p. 26参照。

9 .  11同慶御覧地輿誌園』 広安省横蒲県の図に よ る と
両岐社は県直の東方にある斌山の東側やや内陸部に
位置するが， 図中に同廟は記されていない。

10. 竜王廟は広平省と定祥省の二 ヶ所にある 。 11一統

志』 広平省調廟誌竜王廓の項に 「在豊禄県富寧社沙
尚。 遇皐博之輔底J と あ り ， 11一統志』 定祥省調廟
誌， 竜王廟の項に 「在建和豚東小海口之南慈霊村地。
杷南海龍王之神。 廟制， 堂一間二度。 本朝明命十六
年建」 と あ る 。

11 . 11一統志』 京師霊廟誌 「南海龍王廟」 の項に 「在
順安ffl沙分。 嘉隆初在香水豚陽春社， 十二年 (18
13) ， 移今所。 名目順安海口神嗣， 明命三年 (1822) ，
改今名。 一座三問。 正中南海龍王神位， 在j民安海口
思賢海口神位， 右f明白:神位。 歳以春秋二仲祭社後発
日 ， 及仲冬上笑 日 ， 命地方官致祭。 謹按， 明命年間
聖祖仁皇帝御製霊異記勅碑， 建亭子廟門之左。」 と
ある 。 また 『大南寒録』 正編第二紀 巻十八 「改]1頂
安海口神間為南海龍王廟。 (以下略)J と ある 。

12. !-一統志』 河健省調廟誌 「海霊廟J の項に 「在龍
川県。 白石岩之上， 面臨海i集。 記海江重量神， 稔著霊
慮。」 と あ る 。

13. J一統志』 山首省嗣廟誌 「河神廟J の項に 「在白
鶴県越池村。 明命元年 (1820) 建」 と ある 。

14. 11一統志』 京師牽廟誌「河伯廟」の項に 「在富禄l採
河中社]1頂直港。 嘉隆十四年 (1815) 建。 一座三問。
歳以春秋二{中祭曾同廟後一 日 ， 命地方官致祭。」 と
ある 。

15. 11一統志』 京師霊廟誌 「雨師廟」 の項に 「在香水
J蘇陽春社。 明命七年(1826) 建。 正堂 ・ 前堂各三間，
合為一座。 正中前日雨師之神， 左雲師， 右雷師。 歳以
春秋二仲祭社稜後巳 日 ， 二三品官致祭。 」 と あ る 。
Hoàng TrQng Mi紅1 1959， “ Thまn Mu>a " ‘Viçt 
Nam Vãn HQc Toàn ThU' 1 "  Sài Gòn， Quåc Hoa 
Xu量t Bån pp. 63-64. 

16. 11一統志』 京師霊廟誌 「風伯廟」 の項に 「在南海
龍王廟之左。 明命七年 (1826) 建。 正堂 ・ 前堂各三
間， 合為一座。 正中市巴風伯之神， 左雲師， 右雷師。
歳以春秋二仲祭社稜後己 日 ， 二三品官致祭。」 と あ
る 。 また， Hoàng TrQng Miên 1959 “ Th設n Gi6" 
‘Viçt Nam Vãn HQc Toan ThU' l' SàiG凸n Quðc
Hoa Xu量t Bån， pp. 64-65 

17. 祈風廟は南定省と嘉定省の二 ヶ所にある 。 11一統
志』 南定省調廟誌 「祈風廟」 の項に 「在大安豚受益
社江岸。 明命三年 (1822) 建。j と あ り ， 11一統志』
嘉定省嗣廟誌 同廟の項に 「在福禄J孫東芹蔭爪。 嘉
隆十五年 (1816) 建。 市日南海神 ・ 河伯水官。 嘉隆十
六年 (1817) 瓦差」 と あ る。

18. 南海竜王については， 11一統志』 選手口省調廟誌「南
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海将軍嗣」 の項に 「在福安蘇福井社。 間南海将軍玉
鱗之神。 神及仁魚品。俗説象翁魚。風議中能済渡人，
額佑最著。 惟我南園自遠江至河fÙl， 稔著霊態。 他海
則否。」 と あ り ， ま た 『一統志』 寧l頂道洞廟誌 「神
海澗 (玉鱗調〉 の項に 「奮在緩豊賂山海村。 市日南海
巨族玉鱗尊神。 今摘婦道縮。 神像塑土筋之， 像後設
一木棺朱漆。 村老栢停， 壬午年二月初二 日 ， 村人見
象魚骨背一段， 及松板方桶ー器， 従洋外漂入。 村人
曾界此骨入桶， 欲揮地墾之。 濠翠不動。 神忽滋人言
13 ， 不得造次， 我神栖在比， 不得別塞他所。 村人神
之， 遂窒於此， 立調和之。 稔著霊童慮。 」 と あ る 。 祭
神は前者が玉鱗之神， 後者が玉鱗尊神と い う こ と か
ら共に南海玉鱗尊神である と思われる。 また鱗が竜
を意味する こ と か ら ， 仁魚であ り ， 俗号象翁魚たる
南海玉鱗尊神が南海竜王に等しいこ と が窺われる 。
さ ら に ， 前者よ り 「南海」 と は濯江か ら河仙までの
江海域を指すも の と解し得る。 いま 『網 目 』 巻之三
十二繁真宗福泰六年の割註に 「澄江 : 今在平政・布
津二県界。 麗康平省j と ある こ と か ら ， 南海竜王神
の神域も北は広平省の中部よ り やや北側を東流する
謹江であ り ， 南はヴェ ト ナム の最南端か ら カ ンボジ
ア と の国境に至る ほぼ旧ヴェ トナム共和国の領海と
考え られる 。 また， 竜王あるいは竜神は祭神と して
は神名のみでヴェ ト ナム の在地的信仰と は判じ られ
ず， む しろ中国的あるいは東ア ジア全域にみ られる
も のであろ う 。 しか し， 南海竜王については， 南海
玉隣尊神と の関わ り 等か ら本稿では在地的信仰を含
む も の と考える 。

19. 同廟が白鶴三岐を臨む越池村に位置する こ と か ら
『卑句Jl ["忠吻威額大王J， 11採怪惇Jl ["成霊白鶴神
澗」 に近い伝承を持つ祭神を主と して前日っ た も の と
恩われる 。

20. 河伯之神が河川一般の神と解するな ら ， 河神はや
は り ヴェ ト ナム北部江河の神と解すべ き で あ ろ う
か。

21. 祭神の体系については表E参照
22. 神話と は 『噂旬Jl， 11披怪惇』 中の神話伝承や 『全
書』 に も られた神蹟 ・ 説話を意味する も の と する 。

23. 11一統志』 父安省嗣廟誌 「芹海神嗣」 の項に["(前
略) 陳史記， 興隆十二年 (1304) ， 英尊親征占域。
舟抵乾海門， 夜夢神人日， 妾趨宋妃子， 為賊所遥困，
於風議至比。上帝救為海神久突。今願資聖功以殺賊。
既費乃命致祭， 啓行海為無波， 直抵閣繋城大捷。
(下略)J。 と あ り ， 年代がずれている 。

24. 11一統志』 の中で官によ らぬ立調者については，
土人， 邑人， 人， 民， 後人， 社民， 郷人， 土民， 居
民， 村人， 伊社， 社人， 民人， 人民， 伊社人， 伊坊，
其家な ど各種ある が， 土人が最も多い。

25. 11掠怪停』 序に洪徳二十三年 (1492) 武漫によ る
校訂 ・ 刊行の記がある こ と に よ る 。

26. 11一統志J 父安省嗣廟誌 「芹海神嗣」 の項に 「著書
鴻徳元年 (1470) ， 聖尊親征占城， 舟過乾海F�， 諮
問密薦。 風情浪枯， 直滋占境， 克之。 師還帝舟己過
f下海， 忽東風回f!liì舟， 復至嗣下。 遂命登秩， 増建嗣
字。 因名回舟慮為東田村。 此後震著霊慮。 遁年E草月
有競舟， 曾観者如堵。 本朝加封。 今通園多有洞紀
之。」 と あ る 。

27. 11同慶御覧地輿誌圏』 父安省婆瑠県の図において
は乾海口南岸の香芹村に脚鴇認され， 海陽省永保
県の図においては太平海口 の商岸の支庵左屯の西に
宋皇太后澗が確認される。 さ ら に ， 清化省原禄県の
図において も治碧海口北岸の櫛碧社に四位神廟の存
在が確認、される。

28. 三江神間に も祭記内容において 多少 の混乱があ
る 。 すなわち ， 太原省の三江神調 : 超越玉名将軍張
肌と張喝の兄弟を砲った調。 北寧省の三江却敵神潤
: 張肌を市巴っ た調。 同省の三江威敵神!前 : 張喝を柁
っ た調。 山西省の三江神調 : 土令と石郷を前日ったも
ので白鶴江に霊威が表われている 。 以上よ り ， 太原
省と北寧省の三江神洞は同じ祭紀対象を持つが， 山
西省のそれは調名は同じで も祭胞内容が具っている
こ と が知られる。 よ って本稿では系列を分けて扱っ
ている 。

29. ヴ ェ ト ナム神話中の神。 史実にはない。
30. Tr!Ìn Th色 Pháp， op. cit.， pp. 13-14 
31. 神話的表象が外侵への抵抗の所産と して語られた

も の と考え得ょ う 。
32. 11一統志』 山西省調廟誌 「三江神嗣」 の項と も さ

して変 り はない。
33. 同図中に白藤社は見当 ら ない。
34. 11方亭地志類』 巻四 「揖河源流考」 参照。
35. グ ェ ト ナム民族の創生神話に務竜君伝説 が あ る
が， 同調の他に も海陽省の謹榔珍宝大王洞他がある 。

36. 11方亭地志類』 巻四 「三徳源流考」 参照。 11一統
志』 北寧省山川誌 「月徳江」 参照。

37. 11家例』 祈祷雨例に 「在省毎次三 日夜， 議品準銭
六貫四百五十四文J と ある 。

38. 本稿で言 う伝承と は 『一統志J 他の史料中に神話
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伝承と してでな く 世侍や相停と して記述されている
も のを指す。

39. 11一統志J 清イじ省、山川誌をみる と ， 山容に も異形
が多 く ， 山中に洞廟が多い。

40. 11一統志』 承天府調廟誌 「玉蓋山神嗣」 に も 同様
の水族窟宅の説話がみ う け られる 。

41. 11一統志』 清化省山) 1 1誌 「浜江」 参照。
42. 11同慶御覧地輿誌園』 清化省弘化県轄の図か ら演
江の海口部が摘碧海口であ る こ と が解る。

43. 11綱目 � }I頂天二年 (1011) の割註に 「愛州 : 今清
化」 と あ り ， 清化省、に親征したこ と が知られる 。

44. 11一統志』 清化省建置沿革誌 「虞化府」 参照。
45. 11一統志』 河内省山川誌 「沙江」 参照。
46. 註34参照， 11一統志』 河内省山川誌 「西湖」 参照，

『皇越地輿誌、』 巻ー (藤天府四勝) r西湖」 参照。
47. 11一統志』 諒山省山川誌 「浜?芳江J r為諒城名勝。
嗣徳三年 (1850) ， 列為大) 1 1 ， 載記典」 と あ る 。

48. 註40参照
49. 訟4参照、
50. 竜王澗は透和省に も ある 。 同洞については ， 11一
統志』 透和省調廟誌 「龍王洞」 の項に 「在福隆江南
岸， 隆城;孫隆山村。 前日一二三郎龍王。 本朝綴尊年
間 (1740-1786) ， 率統院久雲征高鐙， 経其慮。 深
淵下伏礁， 水滴議勇。 俄而風狂雨晦， 頴危殆甚。 薦
得平静， 所向克捷。 大修嗣宇， 以崇答。 今民間有藤
新[慮。 安多古樹， 其最高株常有黄焔。 大如烏， 翼長
可二尺， 懐止以百数。 其欲射取者， 必藤子神， 乃可
得。」 と あ る 。

51. 11一統志』 興化省山川誌 「沼江」 参照。
52. 11一統志』 興化省、山川誌 「漉江」 参照。
53. 11同慶御覧地輿誌国』 清化会、康昌県轄の図によれ
ば， 祈風腐と して潮爪海口の南側沿海部長麗山の北
麓に位置している 。

54. 後藤均平， 前掲書 pp. 181-182
55. Henri Maspero 1916 ' Etudes D'Histoire 
D'Annam 、 Bulletin de Ecô!e Français d'Extreme 
Orient. Tome XVI No. 1 pp . 1-55. 

56. 11寒録』 正編第二紀巻十 「名山大川由地方， 合
祭各一壇」 と あ る 。

57. 同 じ よ う に同名の調が北好 ・ 中南折に位置する場
合がある。 すなわち ， 竜王廟， 祈風廟な どがそれで
あ り ， これも陰陽と考え られる 。

58. 11一統志』 透和省調廟誌 「龍王制」 の項に 「抱一
二三郎龍王。」 と ある 。 ま た河静省石河県正淵社 ・
宣春社 ・ 丹場社 ・ 丹淵干土 ・ 都淵社では三郎竜王が前日
られている 。

59. 11寒録』 正編第二紀巻四 「惟無所日孤魂， 未遠診。
及古云鬼， 無所錦貝リ為庸， 願定為祭例」

60. 11定録』 正編第二紀 巻二十四 「帝日朕為百神
之主」 と あ り ， ま た同書巻三十に 「副朕懐柔百神之
意。」 と あ る 。

61. 山西省における院文認と著書文勃を首領とする 1833
-43に渡って起った反抗起義を一例とする 。

62. 註11 ・ 14 ・ 15 ・ 16 並びに表E を参照。
63. 11定録』 正編第二紀 巻二十四 「帝命廷臣妥議，
皆以為北城諸鎮神競， 多於委員季始」 と ある 。

- 39 一 (158)



腕朝初期ヴェ ト ナムにおけ る水神祭犯について

表 2 腕朝初期 ヴ ェ ト ナ ム に お け る 水神信仰に 表わ れ た る 祭神 と そ の体系化の 試み (水神の三系列〉
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雨 師 《龍女演妃諸神)) 1 ・ 宋楊太后及三公主 (宋皇太后桐， 宋揚貴妃澗， 大乾聖娘調， 四位聖娘桐，1 芹海神間)《海若Z馬夷)ì l ・ 羅援 (摩浪真人嗣)
雷 公 [ 中 南折
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ト 南海龍王神位1 . 南海広利王 (広利神調)

海若鴻夷 1 (}I頂安海口神位
{ 思賢海口神位
'i可f白神位

龍女演妃諸1 è南海龍王廟)
陽 l 神

- 日 昭 ・ 広布 ・ 西湖 ・ 安阜之神 (威皇室水神位〉

- 南海龍王之神
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- 南海神
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